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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体積の三次元画像を提供するための超音波イメージングシステムであって、
　超音波受信信号を提供するように構成されるトランスデューサアレイ、
　該トランスデューサアレイを制御して、当該超音波イメージングシステム内にパラメー
タとして予め設定されているそれぞれの走査線を走査するための走査時間に基づき、多数
の走査線に沿って前記体積を走査するように構成され、さらに、前記超音波受信信号を受
ける及び画像信号を提供するように構成されるビームフォーマ、
　該ビームフォーマを制御して、ユーザー入力を介して受ける目標ボリューム取得レート
を維持するために、前記体積のサイズに応じて前記体積内の前記走査線の密度を調整する
ように構成されるコントローラであり、ユーザー入力を介して受ける、度で表される横の
広がり、及び、度で表される高さの広がり、並びに、前記それぞれの走査線を走査するた
めの走査時間によって表される深さの形で前記体積のサイズを受けるように構成され、以
下の実験式

【数４】

に基づき前記走査線の密度を調整するようさらに構成され、
　式中、ＬＤは、１つの線あたり度で表される前記走査線の密度であり、ＬＥは、前記体
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積の横の広がりが度で表され、ＥＥは、前記体積の高さの広がりが度で表され、ＴＶＲは
、ヘルツで表される目標ボリューム取得レートであり、さらに、ＬＴは、１つの線あたり
秒で表される前記各走査線の走査時間である、コントローラ、
　前記画像信号を受ける及び画像データを提供するように構成されるシグナルプロセッサ
、
　該シグナルプロセッサから前記画像データを受ける及びディスプレイデータを提供する
ように構成される画像プロセッサ、並びに、
　前記ディスプレイデータを受ける及び前記三次元画像を提供するように構成されるディ
スプレイ、
を含むシステム。
【請求項２】
　前記コントローラは、調整された前記走査線の密度に対して境界条件を適用するようさ
らに構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記コントローラは、前記境界条件を満たすために前記体積のサイズを調整するようさ
らに構成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記境界条件を満たすために実際のボリューム取得レートを調整
するようさらに構成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　境界条件は、最大の境界条件である、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　境界条件は、最小の境界条件である、請求項２に記載のシステム。
【請求項７】
　コントローラ、トランスデューサアレイ、ビームフォーマ、シグナルプロセッサ、画像
プロセッサ及びディスプレイを含む超音波イメージングシステムを用いて、多数の走査線
に沿って走査されることになる体積の三次元超音波画像を提供するための方法であって、
　前記コントローラが、前記体積のサイズを決定するパラメータ、ユーザー入力を介した
目標ボリューム取得レート、及び、前記超音波イメージングシステム内にパラメータとし
て予め設定されているそれぞれの走査線を走査するための走査時間を受けるステップ、
　前記コントローラが、前記目標ボリューム取得レートを維持するために、前記体積のサ
イズに応じて前記体積内の前記走査線の密度を調整するステップであり、前記体積のサイ
ズは、ユーザー入力を介して受ける、度で表される横の広がり、及び、度で表される高さ
の広がり、並びに、前記それぞれの走査線を走査するための走査時間によって表される深
さの形で表わされ、前記走査線の密度は、以下の実験式
【数４】

に基づき調整され、
　式中、ＬＤは、１つの線あたり度で表される前記走査線の密度であり、ＬＥは、前記体
積の横の広がりが度で表され、ＥＥは、前記体積の高さの広がりが度で表され、ＴＶＲは
、ヘルツで表される目標ボリューム取得レートであり、さらに、ＬＴは、１つの線あたり
秒で表される前記各走査線の走査時間である、ステップ、
　超音波受信信号を提供する前記トランスデューサアレイが、前記走査時間及び調整され
た前記走査線の密度に基づき、前記走査線に沿って前記体積を走査するステップ、
　前記ビームフォーマ及びシグナルプロセッサが、前記超音波受信信号を処理して画像デ
ータを提供するステップ、
　前記画像プロセッサが、前記画像データを使用して前記ディスプレイに前記三次元超音
波画像を表示させるステップ、



(3) JP 6571332 B2 2019.9.4

10

20

30

40

50

を含む方法。
【請求項８】
　コンピュータプログラムであって、該コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行
される場合に前記コンピュータに請求項７に記載の方法の各ステップを実行させるプログ
ラムコード手段を含むコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば患者の解剖学的部位等の体積の三次元ライブ画像を提供するための超
音波システム及び方法に関する。本発明は、さらに、そのような方法を実行するためのコ
ンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　三次元超音波イメージング又はボリュームイメージングにおいて、三次元画像の取得は
、関心のある体積をスライスする多くの二次元走査を行うことによって達成される。従っ
て、互いに隣り合う多数の二次元画像が取得される。適した画像処理によって、関心のあ
る体積の三次元画像を、多数の二次元画像から構築することができる。多数の二次元画像
から取得された三次元情報が、超音波システムの使用者のために、ディスプレイ上に適切
なフォームで表示される。
【０００３】
　さらに、いわゆる三次元ライブイメージング又は４Ｄイメージングは、臨床適用におい
て使用されることが多くある。三次元ライブイメージングにおいて、体積に対するリアル
タイムの観察を得ることができ、使用者が、例えば鼓動している心臓等の解剖学的部位の
可動部分を観察するのを可能にしている。三次元ライブイメージングの臨床適用において
、１つの弁等、心臓の比較的小さい領域、又は、中隔欠損を画像化することが必要とされ
る場合があり、さらに、心室全体等、心臓の大きな領域を画像化することが必要とされる
場合がある。
【０００４】
　従って、いわゆる関心領域（ＲＯＩ）及びそのサイズは、三次元ライブ超音波イメージ
ングの臨床適用を通して変わり得る。
【０００５】
　従来の実行において、いわゆる走査線密度、すなわち、総走査線、特にトランスデュー
サアレイの受信走査線によって分割される体積の大きさは固定される。走査線密度は、２
つの隣接する走査線間の空間の度合いでもある。典型的に、走査線密度は、１つの線あた
りの度等、１つの線あたりの寸法値として表される。固定された走査線密度の場合、体積
の取得レートは、使用者によって関心領域が変えられるに従い変化する。大きな体積は、
より多くの走査線又は音響走査線を要し、従って、ボリュームレート（ｖｏｌｕｍｅ　ｒ
ａｔｅ）は落ちる。しかし、三次元ライブイメージングにおいて、ライブ及び可動画像を
提供するために、取得レートは十分に高く、すなわち２０Ｈｚよりも大きく、特に、２４
Ｈｚよりも大きくあるべきである。従って、使用者が走査線密度を変えて取得レートの低
下を代償するための制御が提供されることが多くある。しかしこれは手動のステップであ
り、使用者にとって厄介且つ時間がかかる恐れがある。
【０００６】
　従って、走査線密度を自動的に変える方法が熟慮されてきた。参照文献ＵＳ２００８／
００８９５７１　Ａ１は、三次元領域の中でも関心領域以外の領域に対する超音波ビーム
の伝送の走査線密度と比較して関心領域に対する超音波ビームの伝送の走査線密度を上げ
ることによる、超音波ビームを使用した三次元領域を走査する超音波プローブを開示して
いる。
【０００７】
　そのような三次元超音波システムをさらに改善する必要がある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　改善された超音波システム及び方法を提供することが本発明の目的である。そのような
方法を実行するためのコンピュータプログラムを提供することが本発明のさらなる目的で
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様において、体積の三次元画像を提供するための超音波イメージング
システムが示されている。当該超音波イメージングシステムは、超音波受信信号を提供す
るように構成されたトランスデューサアレイ、トランスデューサアレイを制御して、多数
の走査線に沿って体積を走査するように構成され、さらに、超音波受信信号を受ける及び
画像信号を提供するように構成されたビームフォーマ、ビームフォーマを制御するための
コントローラであって、体積にわたる総走査線数を維持しながら体積のサイズの関数とし
て体積内の走査線の密度を調整するように構成されたコントローラ、画像信号を受ける及
び画像データを提供するように構成されたシグナルプロセッサ、シグナルプロセッサから
画像データを受ける及びディスプレイデータを提供するように構成された画像プロセッサ
、並びに、ディスプレイデータを受ける及び三次元画像を提供するように構成されたディ
スプレイを含む。
【００１０】
　本発明のさらなる態様において、体積の三次元超音波画像を提供するための方法が示さ
れており、その体積は、多数の走査線に沿って走査されることになる。当該方法は、体積
のサイズを決定するパラメータを受けるステップ、体積にわたる総走査線数を維持しなが
ら体積のサイズの関数として走査線の密度を調整するステップ、超音波信号を提供するト
ランスデューサアレイを用いて走査線に沿って体積を走査するステップ、超音波信号を処
理して画像データを提供するステップ、及び、画像データを使用して三次元超音波画像を
表示するステップ、を含む。
【００１１】
　本発明のさらなる態様において、コンピュータプログラムであって、該コンピュータプ
ログラムがコンピュータ上で実行される場合にコンピュータに前記方法のステップを実行
させるプログラムコード手段を含むコンピュータプログラムが示されている。
【００１２】
　本発明の基本的なアイデアは、体積又は関心領域のサイズの関数として自動的に走査線
密度を調整することである。これによって、いかなる他の調整も要することなく、使用者
が関心領域のサイズを変えて使用者のニーズに適するに従い、一定且つ十分に高いボリュ
ーム取得レートを使用者に提供することができる。三次元ライブイメージングにおいて、
十分に高いボリュームレートを維持して、検査されている解剖学的形態の動的性質を適切
に可視化する必要がある。大きな関心領域と小さな関心領域とを変える場合、臨床医の側
には、大きな関心領域を画像化する場合に画像解像度を下げ、さらに、より小さな関心領
域が画像化されることになる場合に解像度を上げる意志が存在する。
【００１３】
　従って、本発明の重大な技術的利益は、より小さな構造体を画像化するために関心領域
又は体積のサイズが使用者によって減らされる場合に、関心領域内の音響走査線のより高
い密度のため、イメージング空間解像度が上がることである。これは、総走査線数が一定
に保たれるためである。関心領域がより小さくなる場合、音響走査線の密度はより高くな
らなければならない。
【００１４】
　さらに、これは、体積のサイズが増えるに従い体積をスライスする走査線を広げること
によって、固定された数の音響走査線又は走査線、従って固定されたボリューム取得レー
トを効果的に維持することによって、小さい関心領域にわたっても大きな関心領域にわた
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っても高いボリューム取得レートを超音波システムが維持するのを可能にする。これは、
関心領域のサイズとは無関係である。
【００１５】
　本発明の好ましい実施形態は、従属請求項において定められている。請求される方法は
、請求される装置と類似及び／又は同一の、さらに、従属請求項において定められる好ま
しい実施形態を有するということを理解されたい。
【００１６】
　一実施形態において、前記コントローラは、目標ボリューム取得レートの関数として走
査線の密度を調整するようさらに構成される。従って、目標ボリューム取得レート又は所
望のボリューム取得レートがコントローラに入力される。特に、使用者は、目標ボリュー
ム取得レートを２４Ｈｚに設定して、三次元ライブ画像が提供されることを確認してもよ
い。しかし、三次元ライブイメージングに対する目標取得レートは、自動的に設定されて
もよく、特に、２４Ｈｚ以上の値に設定されてもよい。
【００１７】
　従って、さらなる実施形態において、前記コントローラは、使用者の入力を介して目標
ボリューム取得レートを受けるように構成される。これによって、所望のように取得レー
トとイメージング空間解像度とを選択的にトレードオフするために使用者が目標ボリュー
ム取得レートを選ぶのを可能にするコントローラが使用者に提供される。これによって、
使用者が三次元ライブイメージングを諦め且つ目標ボリューム取得レートを例えば１０Ｈ
ｚ等のより低いレートに設定しても、有意に高いイメージング解像度を有し得るという技
術的効果が達成される。これは、よい解像度で患者の体内の動いていない又は非動的部位
を使用者が検査したい場合にも有利であり得る。
【００１８】
　さらなる実施形態において、前記コントローラは、度で表される横の広がり、度で表さ
れる高さの広がり、及び、各走査線の走査時間によって表される深さの形で体積のサイズ
を受けるように構成される。走査時間とは、超音波システムが各走査線に沿って超音波エ
コー応答画像を取得する又は受けるために費やす時間を意味する。走査時間は、従って、
通常、１つの線あたりの時間の形で入力される。走査時間は、送られた超音波インパルス
と、検査されている組織からの反射によって受けた応答との間で待たされた時間に影響を
及ぼすため、体積又は関心領域の深さに正比例する。特に、前記コントローラは、使用者
の入力を介して横の広がり及び高さの広がりを受けるように構成される。従って、使用者
は、横の広がり及び高さの広がりを変えて、より小さな関心領域に画像取得を制限しても
よい。さらに、前記コントローラは、超音波システムの予め設定された又は固定されたパ
ラメータとして各走査線の走査時間を受けるように構成してもよい。各走査線に対する走
査時間を予め設定する、及び、総走査線数を一定に保つことによって、当該超音波システ
ムは、走査の間、一定のボリューム取得レートを維持することが可能である。
【００１９】
　さらなる実施形態において、前記コントローラは、以下の実験式
【００２０】
【数１】

に基づき走査線の密度を調整するようさらに構成され、ここで、ＬＤは、１つの線あたり
度で表される走査線の密度であり、ＬＥは、体積の横の広がりが度で表され、ＥＥは、体
積の高さの広がりが度で表され、ＴＶＲは、Ｈｚで表される目標ボリュームレートであり
、さらに、ＬＴは、１つの線あたり秒で表される各走査線の走査時間である。ヘルツは、
時間あたりのサイクルを計る単位であり、すなわち、この場合には単位は１／秒である。
これによって、余分な計算力を必要とすることなく、リアルタイムで走査線密度又は走査
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線間のスペーシングをコントローラが調整するのを可能にする簡単な式が提供される。従
って、三次元ライブイメージングに対する高い目標取得レートを維持することができる。
さらに、この式は、関心のある起始部のサイズと走査線密度との比例関係を直接定める。
横の広がり又は高さの広がりが減らされ、結果として、体積のサイズが減少した場合、走
査線密度も減らされる。さらに、横の広がり又は高さの広がりが使用者の入力を介して増
やされ、従って、体積のサイズが増加した場合、走査線密度は増加し、さらに、これによ
って、超音波システムは、目標ボリューム取得レートを維持することができる。例えば、
使用者は、４０度から１０度まで横の広がりのみを狭める。従って、新たな体積のサイズ
は、古い体積のサイズの四分の一である。式中の平方根に入れると、新たな走査線密度は
、古い走査線密度の半分になる。しかし、走査線密度は、横及び高さの両方の方向の走査
線のスペーシングに対して影響を及ぼす。従って、所与の体積における走査線の数は４倍
多くなる。新たな体積は古いサイズの四分の一であるため、総走査線数は一定のままであ
り、さらに、ボリューム取得レートは一定のままである。
【００２１】
　さらなる実施形態において、前記コントローラは、調整された走査線の密度に対して境
界条件を適用するようさらに構成される。これによって、調整された走査線密度が効果的
な密度範囲においてのみ保たれることを確実にすることができる。例えば、境界条件は、
最大の境界条件又は最大の走査線密度であってもよい。例えば、総音響走査線数は固定さ
れていると仮定すると、最大の走査線密度は、最大の走査線密度が掛けられた総走査線数
が、トランスデューサアレイが機能し得る最大の角度を超えないように設定することがで
きる。さらなる例として、体積において深い位置にある小さな対象物でさえも依然として
検出することができるように、隣接する走査線に沿った受信ビームがばらばらに漂流しす
ぎないような角度に最大の走査線密度は設定することができる。加えて、又或いは、境界
条件は、最小の境界条件又は最小の走査線密度であってもよい。これによって、例えば、
走査線密度が、特定のトランスデューサアレイで取得可能な最小の走査線密度又は線間隔
以上であるということを確実にすることができる。
【００２２】
　さらなる実施形態において、前記コントローラは、境界条件を満たすために体積のサイ
ズを調整するようさらに構成される。例えば、大きすぎる関心領域の横の広がり及び高さ
の広がりを使用者が設定する場合、コントローラは、その選択を無効化し且つ代わりに一
部を最大値に設定して、境界条件を満たすことができる。
【００２３】
　さらなる実施形態において、前記コントローラは、境界条件を満たすために実際のボリ
ューム取得レートを調整するよう構成される。しかし、コントローラは通常、目標ボリュ
ーム取得レートを維持するべきであるため、この働きは、境界条件を満たすための最後の
処置であり得る。さらに、実際のボリューム取得レートを調整することは、境界条件を満
たすために体積のサイズを調整する処置と組み合わせることができる。特に、前記コント
ローラは、２４Ｈｚを下回らないよう実際のボリューム取得レートを低くして、いかなる
状況下においても三次元ライブイメージングを維持するように構成することができる。コ
ントローラは、次に、境界条件を満たすために体積のサイズを小さくし始めてもよい。
【００２４】
　本発明の上記及び他の態様が、以下に記載の１つ又は複数の実施形態から明らかになり
、さらに、以下に記載の１つ又は複数の実施形態を参考にして説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】一実施形態に従った超音波システムを例示した概略図である。
【図２ａ】超音波プローブに関連して関心領域を示した概略図である。
【図２ｂ】どのようにして多数の走査線が図２ａにおける体積を通って広がることができ
るかを示した概略図である。
【図３】一実施形態に従った超音波システムの概略的なブロック図である。
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【図４ａ】大きな関心領域を有したディスプレイの例を示した図である。
【図４ｂ】図４ａの関心領域よりも小さい関心領域を有したディスプレイの別の例を示し
た図である。
【図５】一実施形態に従った方法の概略的な流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１は、一実施形態に従った超音波システム１０、特に、医療用超音波三次元イメージ
ングシステムを例示した概略図を示している。超音波システム１０を適用して、解剖学的
部位、特に、患者１２の解剖学的部位の体積が検査される。超音波システム１０は、超音
波を送る及び／又は受けるための多数のトランスデューサ要素を有するトランスデューサ
アレイを少なくとも１つ有する超音波プローブ１４を含む。１つの例において、トランス
デューサ要素はそれぞれ、特定のパルス幅の少なくとも１つの伝達インパルス、特に、複
数の続く伝達パルスの形で超音波を送ることができる。トランスデューサ要素は、例えば
、機械的に軸を中心にして動かす又は回転させることができる二次元画像を提供するため
に、例えば、一次元の列に配置することができる。さらに、トランスデューサ要素は、特
に多断面又は三次元画像を提供するために、二次元のアレイに配置することができる。
【００２７】
　一般に、特定の音響走査線又は走査線、特に走査受信線にそれぞれ沿った多数の二次元
画像を、３つの異なる方法で得ることができる。第一に、使用者は、手動の走査を介して
多数の画像を得ることができる。この場合、超音波プローブは、走査線又は走査面の位置
及び向きの経過を追うことができるポジションセンシング装置を含んでもよい。しかしこ
れは、現在熟慮されていない。第二に、トランスデューサを超音波プローブ内で自動的且
つ機械的に走査することができる。これは、一次元のトランスデューサアレイが使用され
る場合の事例であり得る。第三に、好ましくは、位相二次元アレイのトランスデューサが
超音波プローブ内に置かれ、さらに、超音波ビームが電子的に走査される。超音波プロー
ブは、例えば医療スタッフ又は医師等、システムの使用者によって手で持たれてもよい。
患者１２における解剖学的部位の画像が提供されるように、超音波プローブ１４が患者１
２の身体に適用される。
【００２８】
　さらに、超音波システム１０は、超音波システム１０を介する三次元画像の供給を制御
する制御ユニット１６を有する。以下においてさらに詳細に説明されるように、制御ユニ
ット１６は、超音波プローブ１４のトランスデューサアレイを介するデータの取得だけで
なく、超音波プローブ１４のトランスデューサアレイによって受信した超音波ビームのエ
コーから三次元画像を形成する信号及び画像の処理も制御する。
【００２９】
　超音波システム１０は、使用者に対して三次元画像を表示するためのディスプレイ１８
をさらに含む。さらに、キー又はキーボード２２、及び、例えばトラックボール２４等の
さらなる入力装置を含んでもよい入力装置２０が提供される。入力装置２０は、ディスプ
レイ１８に接続させるか、又は、制御ユニット１６に直接接続させてもよい。
【００３０】
　図２ａは、超音波プローブ１４に関係した体積５０の例を示している。この例において
描写される例証的な体積５０は、位相二次元の電子的に走査されるアレイとして構成され
ている超音波プローブ１４のトランスデューサアレイのため、セクタータイプのものであ
る。従って、体積５０のサイズは、仰角５２及び水平角５４によって表すことができる。
体積５０の深さ５６は、１つの線あたり秒で表されるいわゆる走査線時間（ｌｉｎｅ　ｔ
ｉｍｅ）によって表すことができる。これは、特定の走査線を走査するために費やした走
査時間である。
【００３１】
　図２ｂは、どのようにして体積５０を、多数のスライス５８又は多数のいわゆる走査線
５９に沿ってそれぞれ取得される二次元画像に分割することができるかという例示的な例
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を示している。画像取得の間、超音波プローブ１４の二次元トランスデューサアレイは、
体積５０が多数のこれらの走査線５８に沿って連続して走査される方法で、ビームフォー
マによって作動される。しかし、マルチライン受信処理において、単一の伝達ビームが、
例えば４つ等、多数の受信走査線を照らすことができ、その受信走査線に沿って、信号が
同時に取得される。その場合、そのような受信線のセットは、次に、体積５０にわたって
電子的に連続して走査される。
【００３２】
　従って、取得した二次元画像から処理される三次元画像の解像度は、いわゆる走査線密
度次第であり、従って、２つの隣接する走査線５９間のスペーシング６０次第でもある。
事実、スライス５８内の２つの隣接する走査線５９間の距離、さらに、スライス５８間の
距離である。結果として、横の広がりの方向における、及び、高さの広がりの方向におけ
る走査線密度は同じである。従って、走査線密度は、１つの線あたり度の形で測定される
。
【００３３】
　図３は、超音波システム１０の概略的なブロック図を示している。先においてすでに提
示されているように、超音波システム１０は、超音波プローブ（ＰＲ）１４、制御ユニッ
ト（ＣＵ）１６、ディスプレイ（ＤＩ）１８及び入力装置（ＩＤ）２０を含む。先におい
てさらに提示されているように、プローブ１４は、位相二次元トランスデューサアレイ２
６を含む。一般に、制御ユニット（ＣＵ）１６は、アナログ及び／又はデジタルの電子回
路、プロセッサ、マイクロプロセッサ等を含み、画像取得及び供給全体を調和させてもよ
い中央処理装置を含んでもよい。さらに、制御ユニット１６は、本明細書において画像取
得コントローラ２８と呼ばれるものを含む。しかし、画像取得コントローラ２８は超音波
システム１０内の分けられた実体又はユニットである必要はないということを理解しなけ
ればならない。画像取得コントローラ２８は、制御ユニット１６の一部であってもよく、
さらに、一般的には、実行されるハードウェア又はソフトウェアであってもよい。現在の
区別は、例示的目的のためだめにつけられている。制御ユニット１６の一部としての画像
取得コントローラ２８は、ビームフォーマを制御することができ、これによって、体積５
０のどの画像が得られるか、及び、どのようにしてこれらの画像が得られるかを制御する
ことができる。トランスデューサアレイ２６を駆動させるビームフォーマ３０は電圧を生
じ、部分的繰返し周波数（ｐａｒｔｓ　ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）を
決定し、伝達したビーム及び１つ又は複数の受信若しくは受けたビームを走査する、焦点
を合わせる、及び、アポダイズする（ａｐｏｄｉｚｅ）ことができ、さらに、フィルター
を増幅する、及び、トランスデューサアレイ２６によって戻らされたエコー電圧流をデジ
タル化することができる。さらに、本明細書において制御ユニット１６の画像取得コント
ローラ２８の画像取得部分３２と呼ばれるものは、一般的な走査戦略を決定することがで
きる。そのような一般戦略は、先においてすでに説明したように、所望のボリューム取得
レート、体積の横の広がり、体積の高さの広がり、最大及び最小の走査線密度、走査線時
間並びに走査線密度を含んでもよい。ここでも、画像取得部分３２は、超音波システム１
０内の分けられた実体又はユニットである必要はない。画像取得部分３２は、制御ユニッ
ト１６の一部であってもよく、さらに、一般的には、実行されるハードウェア又はソフト
ウェアであってもよい。現在の区別は、例示的目的のためだめにつけられている。画像取
得部分３２は、例えば、ビームフォーマ３０又は一般的な制御ユニット１６において実行
することもでき、又は、コントローラ１６のデータ処理ユニットにおいて作動されるソフ
トウェアとして実行してもよい。
【００３４】
　ビームフォーマ３０は、さらに、トランスデューサアレイ２６から超音波信号を受け、
さらに、その信号を画像信号として転送する。
【００３５】
　さらに、超音波システム１０は、画像信号を受けるシグナルプロセッサ３４を含む。シ
グナルプロセッサ３４は、一般的に、アナログデジタル変換、例えば帯域フィルタリング
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等のデジタルフィルタリング、並びに、受けた超音波エコー又は画像信号の検出及び、例
えばダイナミックな範囲縮小等の圧縮のために提供される。シグナルプロセッサは、画像
データを転送する。
【００３６】
　さらに、超音波システム１０は、シグナルプロセッサ３４から受けた画像データを、デ
ィスプレイ１８上で最終的に示される表示データに変換する画像プロセッサ３６を含む。
特に、画像プロセッサ３６は、画像データを受け、画像データを前処理し、さらに、それ
を画像メモリに記憶することができる。次に、これらの画像データをさらに後処理し、デ
ィスプレイ１８を介して最も便利な画像を使用者に対して提供することができる。この場
合、特に、画像プロセッサ３６は、各スライス５８における多数の走査線５９に沿って取
得した多数の二次元画像から三次元画像を形成することができる。
【００３７】
　ユーザーインターフェースは、全般的に、参照番号３８で描写され、さらに、ディスプ
レイ１８及び入力装置２０を含む。ユーザーインターフェースは、超音波プローブ１４自
体に提供することさえできる、例えばマウス又はさらなるボタン等、さらなる入力装置を
含んでもよい。
【００３８】
　本発明を適用することができる三次元超音波システムに対する特定の例は、本出願人に
よって売られているＣＸ５０ＣｏｍｐａｃｔＸｔｒｅｍｅ超音波システム、特に、本出願
人のＸ７－２ｔ　ＴＥＥトランスデューサ、又は、本出願人のｘＭＡＴＲＩＸ技術を使用
した別のトランスデューサと共に使用する超音波システムである。一般に、Ｐｈｉｌｉｐ
ｓ社のｉＥ３３システム上に見られるマトリクス型トランスデューサシステム、又は、例
えばＰｈｉｌｉｐｓ社のｉＵ２２及びＨＤ１５システム上に見られる機械的な３Ｄ／４Ｄ
トランスデューサ技術は、本発明を適用することができる。
【００３９】
　使用中、一般的なシステム入力は、予め設定された又は固定された超音波システム１０
のパラメータとして行われる。これらのいわゆるシステム入力は、特に、最大の走査線密
度、最小の走査線密度及び走査線時間である。使用者は、次に、目標ボリューム取得レー
トを入力してもよく、特に、超音波システム１０に対して、体積５０の横の広がり及び高
さの広がり形で、走査されることになる体積又は関心領域のサイズをさらに特定してもよ
い。使用者は、横の広がり及び高さの広がりを、例えば４０度等、数値として直接入力し
てもよい。しかし、使用者は、例えば、ディスプレイ１８上のユーザーインターフェース
３８を介して特定の領域を選択してもよく、その選択は、次に、横の広がり及び高さの広
がりに対する数値に変えられ、さらに、画像取得部分３２に転送される。
【００４０】
　これらの入力に基づき、走査線密度は、以下の実験式
【００４１】
【数２】

に従って特徴づけられ、ここで、ＬＤは、１つの線あたり度で表される走査線（２８）の
密度（６０）であり、ＬＥは、体積（５０）の横の広がりが度で表され、ＥＥは、体積（
５０）の高さの広がりが度で表され、ＴＶＲは、Ｈｚで表される目標ボリューム取得レー
トであり、さらに、ＬＴは、１つの線あたり秒で表される各走査線の走査時間である。
【００４２】
　例えば、システム入力は、３度の最大の走査線密度、０．７５度の最小の走査線密度、
及び、１つの線あたり０．００００５秒の走査線時間であってもよい。
【００４３】
　図４ａは、超音波システム１０のディスプレイ１８上の使用者に対して示され得る第１
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の例ディスプレイ４０を示している。ディスプレイ上では、第１の大きな走査体積４２が
、関心領域の三次元画像として示されている。
【００４４】
　この例において、使用者は、目標ボリューム取得レートを２５Ｈｚ（１／秒）に設定し
ており、さらに、横の広がりは４０度に設定され、且つ、高さの広がりも４０度に設定さ
れている。これらの値をユーザー入力及び上記のシステム入力として用いて、コントロー
ラ２８は、上記の実験式を介して、１つの線あたり１．４１度として走査線密度を計算す
ることができる。この値は、最小の走査線密度及び最大の走査線密度を介して設定された
境界条件内にあるため、２５Ｈｚの実際のボリュームレートを所望のように維持すること
ができる。
【００４５】
　図４ｂにおいて、第２の例ディスプレイ４４が示されている。このディスプレイ４４に
おいて、より小さい関心領域４６の画像が示されている。例えば、使用者は、第１の例デ
ィスプレイ４０において示されている体積４２の特定部分は特に関心のある部分であり、
それを対応するフレームでマークしたかもしれないと決定している。或いは、使用者は、
体積の横及び高さの広がりに対して異なる値を直接入力したかもしれない。
【００４６】
　第２の例ディスプレイ４４において、所望のボリュームレートは、ライブ又はリアルタ
イムでの三次元イメージングを維持するために依然として２５Ｈｚ（１／秒）であっても
よい。横の広がりは２２度に設定され、さらに、高さの広がりは２８度に設定される。コ
ントローラ２８はここで、上記及び第１の例と同じシステム入力が与えられると、１つの
線あたり０．８８度に走査線密度を計算することができる。この走査線密度は境界条件内
にあるため、実際のボリューム取得レートは、２５Ｈｚの所望のボリューム取得レート又
は目標ボリューム取得レートと等しい。従って、体積５０にわたって走査線５９の総数が
一定のまま保たれるため、三次元ライブイメージングは維持される。さらに、使用者は、
例ディスプレイ４４におけるより小さい関心領域６４が有意に小さい走査線密度を用いて
取得されるという技術的利益を自動的に有する。従って、より小さい関心領域６４の空間
解像度は、第１のより大きな関心領域４２の空間解像度よりも高い。しかし、超音波シス
テム１０は一定の走査線５９の総数を維持したため、ボリューム取得レートは２５Ｈｚで
維持される。従って、三次元ライブイメージングは、使用中より小さい関心領域を選んだ
後に使用者に提供される。使用者がより大きな体積４２に戻る場合、逆もまた同様に生じ
る。特に、使用者は関心領域を大きくしたけれども、取得レートは一定のまま残る。
【００４７】
　図５は、方法の一実施形態の概略的な流れ図を示している。当該方法が開始された後、
第１のステップＳ１が実行される。このステップにおいて、体積５０のサイズを決定する
パラメータをコントローラは受ける。これらのパラメータは、入力装置２０を介してユー
ザー入力として受けられる。さらに、システム入力が、超音波システム１０内ですでにさ
れている。システム入力は、解剖学的部位の走査にわたって一定のまま残り、ユーザー入
力は、特定の走査の間、時間の経過に伴い変わり得る。システム入力は、最大の走査線密
度、最小の走査線密度及び走査線時間である。ユーザー入力は、所望のボリューム取得レ
ート又は目標ボリューム取得レート、体積５０の横の広がり、及び、体積５０の高さの広
がりである。次に、ステップＳ２において、コントローラ２８が、先において提示された
以下の式
【００４８】
【数３】

に従って走査線密度を計算及び調整する。
【００４９】
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　これによって、１つの線あたり度で表される走査線密度が計算される。次に、ステップ
Ｓ３において、超音波システム１０は、トランスデューサアレイを用いて走査線５９に沿
って体積５０を走査し、さらに、超音波信号を提供する。ステップＳ４において、超音波
信号は、ビームフォーマ３０及びシグナルプロセッサ３４内で処理され、画像データを提
供する。最後に、ステップＳ５において、三次元超音波画像が、画像データを使用して表
示される。
【００５０】
　さらに、任意で、使用中及びステップＳ６において、走査されることになる体積のサイ
ズが変化したかどうかが決定される。特に、これは、関心領域が使用者によって変えられ
たため、体積の横の広がり及び／又は高さの広がりが変わる場合の事例である。この場合
、新たなユーザー入力パラメータが、コントローラ２８内に入力され、さらに、走査線密
度がステップＳ２において再計算される。従って、走査はステップＳ３と共に続く。
【００５１】
　ステップＳ６において体積のサイズが変わらなかった場合、ステップＳ７において走査
処理全体が停止されるべきであるかどうかをさらに決定することができる。この場合、方
法は終了し、そうでない場合、走査がステップＳ３において続けられる。
【００５２】
　本発明は、図面及び上記の説明において詳細に例示及び記述されてきたけれども、その
ような例示及び記述は、例示的又は例証的であり、拘束性はないと考慮されることになる
。本発明は、開示された実施形態に限定されない。開示された実施形態に対する他の変化
は、請求された発明を実行する際に、図面、明細書、及び付随の特許請求の範囲の調査か
ら当業者により理解及びもたらすことができる。
【００５３】
　特許請求の範囲において、「含む」という用語は、他の要素又はステップを除外せず、
不定冠詞はその複数形を除外しない。１つの要素又は他のユニットは、特許請求の範囲内
に列挙されたいくつかの項目の機能を満たすことができる。特定の手段が互いに異なる従
属項において記載されているという単なる事実は、これらの手段の組合せを役立つよう使
用することができないと示しているわけではない。
【００５４】
　コンピュータプログラムは、他のハードウェアと共に若しくはその一部として供給され
る、光記憶媒体又は固体記憶媒体等、適したメディア上に記憶／分布することができるが
、インターネット又は他の有線若しくは無線の通信システムを介して等、他の形状で分布
することもできる。
【００５５】
　特許請求の範囲におけるいかなる参照番号も、その範囲を限定するとして解釈されるべ
きではない。
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